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　村では、大規模地震に対する安全性の確保・向上を図るため、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に
対する助成を行っています。

申請用紙は都市建設課で配布します。申請方法や募集期間等の詳細は問い合わせください。
◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

地震対策事業について地震対策事業について地震対策事業について

木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された場合

　村道等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険なブロック塀等の除却及び
除却後のフェンス等の設置に要する経費の一部を補助します。
◆対象建築物
　村内の国道・県道・村道に面し、高さが１ｍ以上のブロック塀等で、通行人等に被害が及ぶ恐れのあるもの。
◆補　助　額　費用の２／３を補助します。
　【ブロック塀等の除却のみの場合】　
　　上限　１５０,０００円
　【ブロック塀等の除却及び除却後のフェンス等の設置の場合】
　　上限　２５０,０００円
◆補助件数　当該年度の予算の範囲内で補助します。
◆申込期限　１２月２５日（金）
◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

ブロック塀等の除却費用を補助します

木造住宅の耐震診断費用を助成します
　耐震診断士が住宅の診断を行い、その結果により改修計画を作成し、補強内容を提案します。
◆対象住宅
　次のすべての要件を満たす住宅
　①昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建て住宅
　②在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造３階建てまでの住宅
　③過去に耐震診断等又は改修計画等を受けてない住宅
◆募集件数
　当該年度の予算の範囲内で助成します。
◆耐震診断費用
　耐震診断の費用１５０,８００円のうち、個人負担は８,４００円（税込）です。
　ただし、延べ面積２００㎡を超えるものは別途費用が加算されます。

木造住宅の耐震改修工事費用を助成します
◆対象住宅　
　木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅
◆助成金額
　耐震改修費用の８／１０（上限１００万円）を助成します。また、その他改修工事を併せて行う
場合には１０万円を上限に加算します。
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　「３Ｒ」はごみを限りなく減らして、ごみの焼却や埋立処理による環境への負担をできるだけ少なくし、
さらに限りある地球の資源の使用を減らすために、資源を有効的に繰り返し使う社会を実現するための重
要なキーワードです。

　これらのキーワードはどれも重要な行動ですが、特にごみの発生、資源の消費をもとから減らす
リデュースが一番重要な行動です。
　まずは、「ごみになるものを買わない、もらわない」「長く使える製品を買う」行動を心がけましょう。

１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です

　ごみ集積所は地域の方々が共同で使用するため、ルールを守りきれいに利用しましょう。
　ごみを集積所に出す際は、次の点にもう一度注意しましょう。
　ごみの出し方が悪いと収集できない場合がありますので、配布しております「家庭ごみ収集計画表」及び「ご
みの分別と出し方」をご覧いただき、収集日当日にごみ集積所へ出していただくようご協力をお願いします。
〇燃えるごみ
　・村指定のごみ袋に入れて出してください。（指定以外の袋やダンボールに入れて出さないでください。）
〇空き缶・びん
　・水でゆすいでから出してください。
　・化粧品のびんやコップなどのガラス製品は「燃えないごみ」に出してください。
　・割れたびんや金属製のふたは「燃えないごみ」に、プラスチック製のふたは「プラスチック製容器包装」
　　にそれぞれ出してください。
〇段ボール・新聞・雑誌
　・段ボールについているガムテームや留め金具などはすべて取り除いてください。
　・ひもでしっかり縛って出してください。
　・雨や雪の日は再生できなくなりますので出さないでください。
〇雑がみ・紙製容器包装
　・汚れの落ちない紙コップや紙製カップ麺容器、たばこの袋や箱などのにおいがあるものは「燃えるごみ」
　　に出してください。

小型充電式電池の適切な処理について
１．小型充電式電池（リチウムイオン電池など）が一般ごみに混入することにより、発煙・発火トラブルが
　　全国で発生しています。
２．電池類は有害ごみです。半透明の袋などに入れ「有害ごみ」と書いて出してください。
３．取り外しができない小型充電式電池（電子たばこなど）は無理に分解せず、不燃ごみとして出してください。
　　（参考）全国の小型充電式電池等による発煙・発火トラブル件数：３０１件（令和元年度）

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

ごみの出し方についてごみの出し方についてごみの出し方についてごみの出し方についてごみの出し方について

Reduce
（リデュース）
ごみの発生、資源の消費を
もとから減らすこと

Reuse
（リユース）
くり返し使うこと

Recycle
（リサイクル）
資源として再び
利用すること


